
町田市教育に関する総合的な施策の大綱 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本理念 誰もが自分らしく夢を描き、叶えるまちへ 
町田市は誰もが輝く個性、可能性、生き方を認められ、それぞれの夢を描き、 
叶えることができるまちを目指します。 

 

●未来を切り拓くための確かな学力、健やかな体を育むとともに、様々なことに 

好奇心や探求心を持ち、意欲的に取り組み挑戦する力を育成する。 

●幼児期からの遊びや地域活動など、自然や社会の現実に触れる様々な体験活動 

の機会を充実させる。 

●多様な価値観を持つ人々と信頼関係を築き、世界で活躍する人材を育成するた 

め、理解し合い協働する姿勢やコミュニケーション能力を育む。 

基本方針Ⅰ 子どもが自ら未来を切り拓く力を育む 

 

●社会状況の変化を踏まえたより良い学習環境を整備するため、学校のＩＣＴ環 

境の整備、適正規模・適正配置などを進める。 

●家庭環境や障がいの有無などに関わらず、学ぶ機会と居場所を提供するととも 

に、一人ひとりのニーズに即した様々な選択肢を提供する。 

●学校の経営力を高めるとともに、教員が子どもの意欲や悩みをより一層受け止 

められる環境を整える。 

基本方針Ⅱ 多様なニーズに応え、学びの環境を整える 

 

●家庭・地域・学校がそれぞれの役割を果たしながら連携・協働を深め、子どもの 

育ちを支える。 

●家庭での教育を支えるため、保護者の学びの機会を充実させるとともに、様々な 

主体による家庭教育を支援する輪が地域に広がるよう取り組む。 

基本方針Ⅲ 地域ぐるみで子どもに関わり支える 

 

●学び続け、学び直すことができる機会やそれを活かす機会を充実させ、一人ひと 

りが生涯にわたり活躍することができる環境を整備する。 

●先人が育んできた豊かな自然、歴史・文化資源やスポーツなどの町田らしさを活 

かし、地域や生活に根差した学びの機会を充実させる。 

基本方針Ⅳ 生涯にわたり学び、活躍できる環境を整える 

○冒険遊び場の実施（冒険・挑戦・体験を全身で体感できる子どもの遊び場の充実） 

【児童青少年課】 

○子どもクラブの開設【児童青少年課】 

○幼保小連携の推進【保育・幼稚園課】 

○学力・体力向上の推進【指導課】 

○「えいごのまちだ」の推進【指導課】 

○「えいごのまちだ」推進のための英語多読コーナーの設置【図書館】 

○生活困窮世帯等子どもの学習・生活支援の実施【生活援護課】 

○まこちゃん教室の実施（町田市ひとり親家庭等子どもの生活・学習支援事業） 

【子ども家庭支援センター】 

○子ども食堂の実施【子ども家庭支援センター】 

○町田市立学校の適正規模・適正配置等の推進【教育総務課】 

○教員の負担軽減と働きやすい環境の整備【教育総務課】 

○ＧＩＧＡスクール構想に基づくネットワーク等の整備【教育センター】 

○特別支援教育の推進【教育センター】 

○障がい者青年学級事業の推進【生涯学習センター】 

○文科省委託事業「障害者の多様な学習活動を総合的に支援するための実践研究」

の実施【生涯学習センター】 

○本格的な和紙づくり～夏休みスペシャル講座～の開催【文化振興課】 

○「むかしなつかしミシンのはなし」展の開催【文化振興課】 

○「絵巻の中から飛び出した！？町田市立博物館蔵『たはらかさね耕作絵巻』にみ

る農具」展の開催【文化振興課】 

○「出張博物館 in相原」展の開催【文化振興課】 

○国指定史跡高ヶ坂石器時代遺跡の公園の整備【生涯学習総務課】 

○町田デジタルミュージアムの構築【生涯学習総務課】 

○出前講座の開催【生涯学習総務課】 

○フィールドワーク「町田の歴史を歩く」の開催【生涯学習総務課】 

○生涯学習ボランティアバンク事業の推進【生涯学習センター】 

○まちだ市民大学ＨＡＴＳ講座事業の実施【生涯学習センター】 

○ことぶき大学講座事業の実施【生涯学習センター】 

○市民提案型事業「講座づくり★まちチャレ」の実施【生涯学習センター】 

○学習支援事業「まなびテラス」の実施【生涯学習センター】 

2020 年度 関連する事業の例 

○放課後子ども教室「まちとも」事業の実施【児童青少年課】 

○町田市子育て支援ネットワーク連絡会の開催（要保護児童対策地域協議会） 

【子ども家庭支援センター】 

○出前講座の開催（子ども向け児童虐待防止啓発活動）【子ども家庭支援センター】 

○育児講座の開催（就学前の子どもを持つ保護者むけ児童虐待防止啓発活動） 

【子ども家庭支援センター】 

○地域協働による学校づくりの推進【指導課】 

○家庭教育支援事業の実施【生涯学習センター】 
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